
機密性情報２（保存期間：５年） （庁内限り）

水産庁漁港漁場整備部事業課 R07.7

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

11
個人の権利義務
の得喪

不服申立決裁等 〇〇に関する弁明書等

裁決、決定
その他の処
分がされる
日に係る特
定日以後10
年

2（1）①11（5）

法令の解釈やその後
の政策立案等に大き
な影響を与えた事件
に関するもの、審議
会等の裁決等につい
て年度ごとに取りまと
めたものは移管

11
個人の権利義務
の得喪

許認可等 情報公開に関する文書
特定日以後
5年（許認可
等）

2(1)①11(2) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

許認可等 情報公開に関する文書
特定日以後
5年（許認可
等）

2(1)①12(2) 廃棄

12
法人の権利
義務の得喪

補助金等
交付要件

補助事業等の要綱、要領等の制定又は改廃
に関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利
義務の得喪

補助金等
交付要件

水産関係民間団体事業補助金交付等要綱に
関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利
義務の得喪

補助金等
交付要件

水産関係民間団体事業補助金交付等要綱に
関する文書 （新型コロナウイルス感染症に係
るもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利
義務の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱
の運用通知に関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利
義務の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金交付等要綱
の運用通知に関する文書（新型コロナウイル
ス感染症に係るもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金の割当内示
等に関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金の割当内示
等に関する文書（新型コロナウイルス感染症
に係るもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産基盤整備事業補助金等の割当内示等に
関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業の公募等に関する文
書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業の公募等に関する文
書（新型コロナウイルス感染症に係るもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等 水産関係民間団体事業補助金に関する文書
特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金に関する文書
（新型コロナウイルス感染症に係るもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金の交付等に関する
文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金の交付等に関する
文書（新型コロナウイルス感染症に係るもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産関係民間団体事業補助金の額の確定又は
決算に関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産基盤整備事業補助金等の交付決定に関する
文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等
水産基盤整備事業補助金等の交付決定に関する
文書（激甚災害に関するもの）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等 漁港機能増進事業の交付決定に関する文書
特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等 水産基盤整備事業補助金等に関する文書
特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等 繰越承認に関する文書
特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等実績
漁港関係事業等の補助金等の額の確定又
は決算に関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等実績
漁港関係事業等の補助金等の額の確定又
は決算に関する文書（実績報告書）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

標準文書保存期間基準（保存期間表）

別表第１の事項
欄の番号

文書分類
保存期間 文書管理規則の別表第２

の該当事項・業務の区分

保存期間満了
時の移管・廃棄

の別
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機密性情報２（保存期間：５年） （庁内限り）

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

別表第１の事項
欄の番号

文書分類
保存期間 文書管理規則の別表第２

の該当事項・業務の区分

保存期間満了
時の移管・廃棄

の別

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等実績
水産基盤整備事業の補助金の額の確定又
は決算に関する文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等実績
水産基盤整備事業の補助金の額の確定又
は決算に関する文書（激甚災害に関するも
の）

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等実績
漁港機能増進事業の実績報告等に関する文
書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 移管

12
法人の権利義務
の得喪

補助金等実績
補助金等により取得した財産の処分に関す
る文書

特定日以後
5年（交付）

2(1)①12(4) 廃棄

14 告示・訓令等 告示決裁
国の代行工事に関する文書（令和６年能登半
島地震に係るもの）

10年 2(1)①14(1) 移管

15 予算・決算 実施計画等
水産基盤整備事業等の支出負担行為実施
計画等に関する文書

10年 2(1)①15(1) 廃棄

19 公共事業 漁港漁場計画 漁港漁場整備計画に関する文書

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19 廃棄

19 公共事業 漁港漁場計画
直轄漁港漁場整備事業に係る負担金に関す
る文書

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19 廃棄

19 公共事業 契約・検収
直轄漁港漁場整備事業に係る契約・検収関
係文書

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19 廃棄

19 公共事業 契約・検収
特定災害復旧等漁港工事に係る契約・検収
関係文書（令和６年能登半島地震に係るも
の）

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19 移管

19 公共事業 事業実施 直轄漁港漁場整備事業執行に関する文書

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19

廃棄
その他重要なも
のとして移管す
べきものを除く

19 公共事業 事業実施
直轄漁港漁場整備事業執行に関する文書
（その他重要なもの）

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19

移管
・総事業費が特に大
規模な事業の事業計
画の立案に関する検
討、環境影響評価、
事業完了報告、評価
書その他重要なもの
・総事業費が大規模
な事業の事業計画の
立案に関する検討、
事業完了報告、評価
書その他重要なもの
・工事誌

19 公共事業 事業実施
水産基盤整備事業等の実施における報告に
関する文書

10年又は事
案終了後5
年のいずれ
か長い期間

2(1)①19 廃棄

19 公共事業 事業実施
特定災害復旧等漁港工事に関する文書（令
和６年能登半島地震に係るもの）

特定日以降
10年

2(1)①19 移管

20 栄典･表彰 栄典･表彰 栄典･表彰対象者選考基準 １０年 2(1)①20 移管

20 栄典･表彰 授与･はく奪 栄典･表彰対象者選考決裁 １０年 2(1)①20 廃棄

21
国会・
審議会等

国会審議 国会資料要求に関する文書 １０年 2(1)①21(1) 廃棄

22 文書管理等 常用帳簿 行政文書ファイル管理簿 常用 2(1)①22 廃棄

22 文書管理等 受付簿 受付簿 ５年 2(1)①22 廃棄

22 文書管理等 決裁簿 決裁簿 ３０年 2(1)①22 廃棄

22 文書管理等 施行簿 施行簿 ５年 2(1)①22 廃棄

22 文書管理等 廃棄の記録 保存文書の廃棄又は延長に関する文書 ３年 2(1)①22 廃棄

備考五 一般 総務 印刷物の出版、受領又は配布に関する文書 １年 - 廃棄
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機密性情報２（保存期間：５年） （庁内限り）

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

別表第１の事項
欄の番号

文書分類
保存期間 文書管理規則の別表第２

の該当事項・業務の区分

保存期間満了
時の移管・廃棄

の別

備考五 一般 総務 水産庁後援名義使用等に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 総務
通知・照会・回答・依頼・報告・届出等に関す
る文書

３年 - 廃棄

備考五 一般 総務
通知・照会・回答・依頼・報告・届出等に関す
る文書（新型コロナウイルス感染症に係るも
の）

３年 2(2)① 移管

備考五 一般 総務
通知・照会・回答・依頼・報告・届出等に関す
る文書（軽易なもの）

１年 - 廃棄

備考五 一般 総務 旅費に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 総務 漁港漁場関係会議等に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 総務 漁港関係事業等の検査に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 総務 技術的指針等に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 総務 陳情・要望等に関する文書 １年 - 廃棄

備考五 一般 総務 祝辞・挨拶・弔辞等に関する文書 １年 - 廃棄

備考五 一般 総務 リスクマネジメントに関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 総務 その他総務に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 人事 外勤命令簿に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 人事 超過勤務命令簿に関する文書 ６年 - 廃棄

備考五 一般 人事 特殊勤務手当整理簿に関する文書 ６年 - 廃棄

備考五 一般 人事 出勤簿・休暇簿に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 人事 職員の研修に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 人事 定員要求に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 人事 人事管理一般に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 服務 服務に係る調査等に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 服務 職員等の海外出張に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 服務 その他服務に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 委託費（経理） 委託費の契約等に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 委託費（経理）
委託費の契約等に関する文書（激甚災害に
関するもの）

５年 - 移管

備考五 一般 文書 標準文書保存期間基準 常用 - 廃棄

備考五 一般 文書 標準文書保存期間基準に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 文書 文書管理に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 施工 施工積算に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 分担金 国際航路協会分担金の支出に関する文書 ５年 - 廃棄
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機密性情報２（保存期間：５年） （庁内限り）

大分類 中分類 小分類（行政文書ファイル等名）

別表第１の事項
欄の番号

文書分類
保存期間 文書管理規則の別表第２

の該当事項・業務の区分

保存期間満了
時の移管・廃棄

の別

備考五 一般 広報 課の所掌に係る広報に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 予算 予算要求等に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 経理 物品購入又は役務等に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 経理 支払に関する文書 ５年 - 廃棄

備考五 一般 経理 職員の給与等に関する文書 ３年 - 廃棄

備考五 一般 補助事業 水産基盤整備調査費補助に関する文書 5年 - 廃棄
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